
 

 

 

島根・広島交流会議の取材申込書 
 

※添書は不要です。このままメールに添付し、ご送信ください。 

 

広島県総務局経営企画チーム 行（メールアドレス：soubunken@pref.hiroshima.lg.jp） 

 

１ 貴社名  

２ 取材場所 

※該当に○をしてください。 

①広島空港（視  察）11:00～11:30 

  参 加   ・   不参加 

②八天堂ビレッジ（視  察）11:40～12:10 

  参 加   ・   不参加 

③動物愛護センター（視  察）13:10～13:30 

参 加   ・   不参加 

④動物愛護センター （交流会議）13:30～15:00 

参 加   ・   不参加 

３ 取材される人数 

 

 人（車：    台） 

４ 取材される記者の 

お名前・ご連絡先 

※代表の方のみご記入ください。 

 

お 名 前： 

ご連絡先： 

 

  

※１ 申込書は、１月 23 日（火）17 時までにお送りください。 

※２ 広島空港取材については事前申し込みをお願いします。取材前に、次頁の「広島空港の取

材・撮影に係る注意事項」をよくお読みください。 

 ※３ それ以外取材場所については、当日受付も可能ですが、なるべく事前申込みをお願いしま

す。 

 

 

 

 

別 紙 

※広島空港の取材に関すること 
連絡先 広島国際空港㈱ 広報担当 
TEL 0848-60-8108 
ﾒｰﾙ hiap-media@hiap.co.jp 

連絡先 広島県総務局経営企画チーム 
TEL 082-513-2411 
ﾒｰﾙ soubunken@pref.hiroshima.lg.jp 



 

 

広島空港の取材・撮影に係る注意事項 

 

1. 取材及び撮影場所について 

（１） 取材及び撮影可能エリアは、原則として一般来港者（送迎者、見学者等）が立ち入り可能

なエリアとなります。 

（２） 撮影禁止場所は以下の通りです。 

 国内線・国際線到着口 

 2 階保安検査場 

 2 階航空会社チェックインカウンター前保安検査機器 

（３） 航空会社カウンター、店舗、公的機関が管理している設備又は場所の取材及び撮影を行う

場合には、事前に各管理者の承諾を得た上で取材及び撮影を行って下さい。 

※飛行機の機体が映り込む場合も承諾が必要となります。 

（４） 前各号のほか、広島国際空港㈱または各管理者から取材及び撮影に関する指示があった場

合は、その指示に従ってください。 

（５） 保安検査機器の撮影は禁止です。 

（６） 東側荷捌所への駐車はご遠慮ください。 

 

2. 遵守事項について 

  （１）取材及び撮影に際しては、利用客の支障にならないよう配慮して下さい。 

  （２）撮影の際は、必ず空港内撮影許可証を携行し、事前に貸与した空港内撮影 

許可書を必ず掲示してください。 

（３）取材の際は、必ず社章、自社腕章等または広島国際空港㈱が指定する証明書 

（社員証等）を着用して下さい。 

  （４）利用客のインタビューや撮影を行う際には貴社の責任の上実施して下さい。 

  （５）空港管理運営に支障を生じ、またはその恐れがある場合には、取材及び撮影を 

お受けできない、または取材及び撮影を中止していただく場合がございます。 

 

 

以上について、不明な点があれば次の連絡先にご連絡をお願いします。 

（電話）0848-60-8108  

（メール）hiap-media@hiap.co.jp 広島国際空港㈱ 広報担当 

 

 

 

mailto:hiap-media@hiap.co.jp

